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■医療費の窓口負担、介護保険利用者負担の免除期間が延長されます

 １、医療費の窓口負担免除 

  平成２３年７月より実施されてきた医療費の窓口負担免 

除の期間が次のとおり延長されます。 

 ◆免除期間 

  平成２４年９月３０日まで 

  ※入院時の食事・生活療養に係る標準負担額については、 

   平成２４年２月２９日をもって終了となります。 

◆対象者  

東日本大震災による被災区域の住民（震災後他市町村に転出し   

た方も含みます。）で、右に示す内容に該当し、国民健康保険、 

後期高齢者医療制度、協会けんぽにご加入の方 

※健康保険組合などその他の医療保険にご加入の方は、 

それぞれの保険者にお問い合わせください。 

 ◆その他 

 ・国民健康保険、後期高齢者医療制度、協会けんぽに加入さ 

れている方で、既に免除証明書を持っている方は、有効期   

限が「平成２４年２月２９日まで」と記載されていても、 

引き続き使用できます。 

・東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等の全 

ての住民の方については、免除期間が平成２５年２月２８ 

日までとなります。 

 ◆問い合わせ  保健福祉課国保係 ☎５８５－２７８５ 

２、介護保険利用者負担免除 

 東日本大震災により被災された方を対象に実施してきました介護保険利用者の１割負担について、

この度、平成２４年９月利用分までに延長されました。 

 なお、対象となるのは、これまで同様「住家が全半壊した方」などとなっています。 

詳しくは、お問い合わせください。 

                ◆問い合わせ 保健福祉課長寿介護係 ☎５８５－２１２５ 

 

■水田の土壌及び水系調査を実施します
 次のとおり水田の土壌及び水系調査を実施しますので、お知らせします。調査時には、それぞれの

委託業者が水田内に立ち入ったり、検体（土壌）を採取したりしますので、地権者の皆様のご理解と

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪負担免除の対象となる方≫ 

・以下のいずれかに該当する方とな

ります。 

①住家の全半壊、全半焼またはこれ

に準ずる被災をした方 

②主たる生計維持者が死亡しまた

は重篤な傷病を負った方 

③主たる生計維持者の行方が不明

である方 

④主たる生計維持者が業務を廃

止・休止した方 

⑤主たる生計維持者が失職し、現在

収入が無い方 

⑥原発の事故に伴い、警戒区域、計

画的避難区域、旧緊急時避難準備

区域に関する指示の対象となっ

ている方 

⑦特定避難勧奨地点に居住してい

るため、避難をしている方 

【土壌調査】 

１．実施時期 平成２４年２月１３日（月） 

～３月９日（金）

２．実施場所 国見町内全域 

３．実施内容 土壌を採取し、放射性セシウムと 

カリウムの含有量を調査 

４．委託業者 ムラタ計測器サービス株式会社 

      神奈川県横浜市戸塚区秋葉町１５番 

       ☎０４５－８１２－１８１１ 

【水系調査】 

１．実施時期 平成２４年２月１３日（月） 

～３月２３日（金）

２．実施場所 国見町内全域 

３．実施内容 水田用水の取水及び排水ルート 

を調査 

４．委託業者 有限会社信夫コンサルタント 

       福島県福島市飯坂町平野字三角田9-7

       ☎０２４－５４２－１２３１ 

◆問い合わせ 産業振興課産業振興係 ☎５８５－２９８６ 



■環境放射能測定結果  
 ①各地の放射線量率 （単位：マイクロシーベルト／時） 
地区 測定場所 測定条件 1/25 2/1 

小 坂 小坂農村総合管理センター（土） １ｍ ０．３７ ０．３２ 

小 坂 泉田中集会所（土） １ｍ ０．８４ ０．７０ 

藤 田 石母田財産区事務所（アスフアルト） １ｍ ０．４４ ０．３９ 

藤 田 観月台文化センター（芝生） １ｍ １．１５ １．１６ 

森江野 上野台運動公園管理棟（アスファルト） １ｍ ０．７９ ０．６６ 

森江野 森江野町民センター（アスファルト） １ｍ ０．５５ ０．５３ 

森江野 塚野目集会所（アスファルト） １ｍ ０．９６ ０．８３ 

大木戸 大木戸ふれあいセンター（土） １ｍ ０．８７ ０．７４ 

大木戸 貝田駅（土） １ｍ ０．８４ ０．７１ 

大 枝 国見東部高齢者等活性化センター（土） １ｍ ０．２０ ０．１７ 
※積雪により地表からの放射線が遮られ、一時的に線量が下がっています。 

②保育所・幼稚園・小学校・中学校の放射線量率 （単位：マイクロシーベルト／時） 
区分 測定場所 測定条件 1/25 2/2 

保育所 

藤田保育所 ５０ｃｍ ０．２７ ０．２８ 

小坂季節保育所 ５０ｃｍ ０．２６ ０．３３ 

森江野季節保育所 ５０ｃｍ ０．２０ ０．２１ 

大枝季節保育所 ５０ｃｍ ０．１３ ０．１４ 

幼稚園 
藤田幼稚園 ５０ｃｍ ０．２１ ０．２０ 

森江野幼稚園 ５０ｃｍ ０．１８ ０．１４ 

小学校 

小坂小学校 ５０ｃｍ ０．１４ ０．１２ 

藤田小学校 ５０ｃｍ ０．１６ ０．１４ 

森江野小学校 ５０ｃｍ ０．１６ ０．１３ 

大木戸小学校 ５０ｃｍ ０．１２ ０．１１ 

大枝小学校 ５０ｃｍ ０．１２ ０．１１ 

中学校 県北中学校 １ｍ ０．１２ ０．１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災により被災された方を対象とした「合同就職面接会」のお知らせ 

◆日  時 ３月８日（木） １３時３０分～１６時（受付開始１３時） 
◆場  所 ウエディングエルティ（福島市野田町１丁目１０番４１号） 
◆参加企業 被災者に対しての雇用を支援する企業など２５社程度参加予定 
◆参加対象 東日本大震災の被災者（災害救助法適用地域（福島県全域）に所在する事業所を離職 

した失業者または当該地域に居住していた求職者） 
◆主  催 福島労働局・福島公共職業安定所・二本松公共職業安定所 

 ◆問い合わせ ハローワーク福島 福島キャリアアップハローワーク ☎５２９－６６２６ 

―薪ストーブなどを使用した際に発生する灰の取扱い― 
 県内において、薪ストーブを使用した際に発生する灰から放射性セシウムが検出されるという

例が見られました。 

 一般家庭において、薪ストーブなどを使用した際に発生する灰については、庭や畑にまいたり

しないで、伊達地方衛生処理組合に直接自己搬入してくださるようお願いします。 

 なお、受入れできる灰、搬入方法については、次のとおりとなります。 

●受入れできる灰 

 一般家庭において、薪ストーブや風呂炊きなどの燃料として薪を使用した際に発生する灰 

 ※豆炭・木炭・練炭などの残灰については、混ぜないようにお願いします。 

 ※草木などの野焼きで出た灰は、受入れできません。 

●搬入方法 

 ①火が完全に消え、冷めた状態であることを確認する。 

 ②中身が確認できる袋を使用する。（袋のサイズは問いません。） 

 ③飛散しないように、口をしっかり縛る。            

◆問い合わせ 

 住民生活課住民防災係 

☎５８５－２１１６


